
用地取得マネジメント業務 
(市町村の用地担当部署の方へ) 

 

国土交通省では、平成 20 年 10 月、補償コンサルタント登録規定に補償コンサ

ルタントの業務内容として、土地調査など 7 部門に加え、「総合補償部門」が

追加され、その部門の資格者として、「総合補償士」が創設されました。 
 
 

総合補償部門の創設により、平成 21 年度から計画的な用地取得を実現するた

め、発注者支援業務の一環として、別紙フロー図のような「用地取得計画の策

定段階から土地の買取り調書・支払調書作成まで」を見据えた「用地取得マネ

ジメント業務(公共用地取得に関する工程管理業務)」の外部委託が可能となり

ました。 

 

当社は、用地取得事務の一連の流れのなかで、次のような事務手続の全般又は

一部について、用地担当者の方のサポートをいたします(用地取得サポート業

務)。 

 

・用地取得の全体計画・年度計画の策定 

・関係者との協議 

・調査業務の発注に係る設計図書の作成 

・成果品のチェック 

・損失補償台帳・補償金明細書の作成 

・用地調査等に係る補償説明 

・地権者・関係人の承諾、署名・押印の受領 

・補償金の前払い・残金調書の作成 

・契約の履行確保 

・土地の買取り証明書（被補償者用）・支払調書（税務署用）の作成 など 
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別 紙

（ 用 地 取 得 事 務 の 流 れ ）

（専門コンサル） （用地担当部署） （ 当 社 ）

（調査・算定） （用地取得マネジメント）

実 施 計 画 の 確 定

支 援

補 償 金 明 細 表の 作成
地権者・関係人毎補償種別
一覧表の作成

支 援

用 地 取 得 計 画の 策定 ・全体計画の策定
・年度計画の策定
・関係者との協議

・説明スケジュールの作成
・説明用資料の作成
・補償額の提示
・地権者･関係人への補償説明
・説明記録簿の作成

支 援
用 地 交 渉

支 援

・打設日時の通知
・打設の立会い

用地交渉の妥結・契約

現 地 踏 査 ・土地・建物等の概数把握
・地権者･関係人へのあいさつ
・関係官公庁へのあいさつ

支 援

支 援

説 明 会 の 開 催 等 ・開催通知
・会場設営
・説明資料の作成

公共事業用資産の買取り
等の申出証明書の作成

発 注 支 援

支 援

幅 杭 の 打 設
( 取 得 範 囲 の 確 定 )

・契約書類の作成
・地権者・関係人の承諾、署
　名・押印

測　　量　　業　　者

支 援

発 注 ・公図の転写
・土地・建物登記記録の
　調査
・戸籍簿等の調査

支 援 ・発注に係る設計図書の作成
・地権者・関係人と受託者間
　の現地立会日程の調整
・成果品のチェック
・権利者(相続人)調査

土地等の権利者に作成・交付

補 償 金 の 前 払 い 前 払 い 調 書 の 作 成

支 援
・土地家屋調査士(表示登記)
・司　法　書　士(権利登記)

嘱 託 登 記 の 申 請
・発注に係る設計図書の作成
・成果品のチェック

発 注 支 援

測　　量　　業　　者 用 地 測 量

援
残 金 の 支 払 い 残 金 払 い 調 書 の 作 成

発 注 支 援

・発注に係る設計図書の作成

・地権者・関係人と受託者間
　の現地立会日程の調整

・成果品のチェック

支 援
契 約 の 履 行 確 保

・検査の履行
・検査調書の作成

発 注 支 援

用地取得マネジメント業務フロー図

発 注

・被補償者へ買取り等証明書
　の作成・提出
・税務署長へ譲受け対価の支
　払調書の作成・提出

補 償 コ ン サ ル タ ン ト 補 償 額 の 調 査・ 算定

・公共事業用資産の買取
　り等の証明書の作成
・不動産等の譲受けの対
　価の支払調書の作成

支 援

支 援

損 失 補 償 台 帳の 作成
・補償金総括表の作成
・補償金内訳書の作成

不 動 産 鑑 定 士 土 地 の 評 価

支
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